
信越支部ベストプラクティス賞表彰規程 

 

（総 則） 

第１条 電子情報通信学会主催の研究発表会や学生ブランチ主催の研究発表会において 

学生会員が数多く発表し、学会の魅力向上や活性化に努めている本支部所管内 

の大学及び高等専門学校の研究室を表彰する。 

（選考手順） 

第２条 支部役員が選考委員として受賞候補となる研究室を調査し、所定の様式で支部 

事務局に報告を行う。 

２. 支部事務局では調査内容を確認した上で発表件数順に３位までの研究室を選 

出し、支部長がこれを承認する。 

（発表件数のカウント） 

第３条 電子情報通信学会加入の学生員が筆頭著者として本会主催の研究発表会や学生 

ブランチ主催の研究発表会で発表した件数を数える。 

２．対象の期間は、前年度の支部大会以降、当年度の支部大会までとし、発表時に 

学生会員もしくは入会手続きを既に済ませている必要がある。 

３．発表件数は研究室単位で集計が行われるが、複数の教員を有する研究室につい 

ては、主に研究指導を受けている教員毎に分けて申請を行うこと。 

４．異なる申請に同一の発表が記載されている場合はその申請が無効となる。 

５．発表件数が同数の場合は、当年度の支部大会で発表した件数を優先して順位づ 

けを行う。 

（受賞研究室の論文集への記載と表彰） 

第４条 支部大会で表彰する機会を設け、受賞した研究室名等を論文集に記載する。受 

賞した研究室には、賞状及び賞金を与える。賞金の金額は、１位３万円、２位 

２万円、３位１万円とする。 

（その他） 

第５条 本規程は平成 22 年 4 月 30 日より実施する。 

 


